
雇用保険説明会・職業講習会

午後２時１５分から開始になります。

しばらくお待ちください。

・内容

①雇用保険説明 ４５分

②職業講習会 ３０分

ハローワーク府中

雇用保険給付課

職業紹介部門
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雇用保険説明資料

ハローワーク 府中
雇用保険給付課
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①雇用保険の基本手当を受給するには

②「受給資格者証」の見方について

③「失業認定申告書」の記入について

④認定日当日の流れ

⑤認定日について来所できない場合

⑥就職が決まった場合（再就職手当）について

雇用保険説明の内容
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１ 雇用保険の基本手当を受給するには

雇用保険の基本手当は、
・積極的に就職しようとする意志
・いつでも就職できる能力がある
・積極的に就職活動を行っている
・就職活動を行っているにもかかわらず職業に
就くことができない
上記の状態である場合に支給を受けることができます。
この状態を「失業状態」といいます。
失業状態にあるかどうかは、原則２８日に１回指定される認定日
に、支給を受ける本人がハローワークに来所し、失業の認定を受
けることで確認します。
したがって、例えば
・病気やけがのため ・妊娠、出産、育児のためすぐに就職できない
場合、「受給期間の延長」等ができる場合があります。

「基本手当を受給するには」詳しくはしおりＰ３を確認ください
「受給期間延長」はしおりＰ４１・４２を確認ください 4



２.「受給資格者証」の見方について
１ 「支給番号」欄

・ 最初の５ケタ（１３２００）はハローワーク府中の固有番号です

・ その次の２ケタから後の「２４ー〇〇〇〇〇〇ー〇」がご自身の番号です

・ 失業認定申告書に記入する番号です。また、電話などでハローワークに

に連絡する場合にも、この番号が必要となります。

13200－２４－※※※※※※※※－※

詳しくはしおりＰ５１を確認ください
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２.「受給資格者証」の見方について
２ 「氏名」欄 ⇒ フリガナが銀行の口座の名義と同じであるか

９ 「支払方法」欄 ⇒ 金融機関・店舗コードと、口座番号に間違いがないか

※ 確認をお願いします

詳しくはしおりＰ５１を確認ください
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２.「受給資格者証」の見方について
１７ 「認定日」欄

・ 失業の認定を行う日です（２８日に１回）

・ 祝日・年末年始などにあたる場合は他の日に指定します

・ 認定日は「〇型ー□」と表示され、先々の日を知れるコードとなっています

〇は週型１～４、□は曜日が入ります。

例えば「１型ー水」

認定カレンダーの週型１と水曜日が重なる日が認定日となります

※ しおりの裏表紙にあるカレンダーで確認することができます

詳しくはしおりＰ１１を確認ください
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「受給資格者のしおり」表紙
下部のＱＲコード参照

２.「受給資格者証」の見方について

１９ 「基本手当日額」欄 ⇒ １日あたりの支給金額

※失業給付は失業を１日単位でカウントします。通常、途中にアルバイト等がなければ

受給額は基本手当日額×２８日となります

２０ 「所定給付日数」欄 ⇒ 基本手当が支給される最大の日数

※ 受給中に「受給期間満了日」が到来すると、支給終了となります

詳しくはしおりＰ５１を確認ください
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〇 記入は正しく慎重に行ってください

・ この書類をもとに給付金が決定されます

※ 「失業認定申告書」は法定様式となり、申告の内容により基本手当の支給となり

ますので、正しい申告をお願いします

・ 記入もれ等があると皆様の待ち時間が長くなってしまいます

• 記入方法
・ 黒のペン または ボールペンで

・ 訂正する場合は二重線で抹消（修正液不可）

誤 ハローワーク東京

正 ハローワーク府中

３.失業認定申告書の記入について

府
中
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〇 不正受給について

・ 基本手当の受給中にお仕事をしたことを申告しなかったり、就職したこと

を隠して基本手当を受給し続けたり、偽りの申告によって基本手当を受給

しようとした場合、不正受給として厳しく処分されます。

〇 不正受給の処分は

・支給停止
不正を行った日以降一切の支給はされません

・返還命令
不正に受給した金額については、金額返還を命じ、即刻返還していただくことになります

・納付命令
不正に受給した金額の２倍の額の納付を命じ、即刻納付していただくことになります

したがって、不正に受給した金額の３倍の金額を返還することになります

なお、返還及び納付を命じた額に延滞金も加算されます

・財産差押え

返還または納付しないときは、財産の差押えも行われます

・刑罰

不正の内容が悪質な場合は、詐欺罪として告発されることもあります。

３.失業認定申告書の記入について

詳しくはしおりＰ４３～４５を確認ください
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３．失業認定申告書の記入について（１・２欄）

25                              6000                2

〇 １欄について

「認定対象期間に働いたかどうか」について記入いただきます

・働いていない方 → 「イ」のしないに〇をしてください

・働いた方 → 「ア」のしたに〇をし、カレンダーに下記に基づき記入をしてください

• 就職・就労（＝４時間以上の労働）：○印

– 基本手当は支給されません
• 内職・手伝い（＝４時間未満の労働）：×印

– 収入があった場合は２欄に記入

詳しくはしおりＰ１３を確認ください 記入例はＰ５３を確認ください 11

３．失業認定申告書の記入について（３欄）

〇 ３欄について

〇 求職活動実績の回数
・原則として２回以上必要（初回は１回以上あれば可）
※ハローワークで職業相談等受ける場合は、受給資格者証をご持参下さい。

〇 求職活動実績の範囲 ハローワークの窓口での職業相談では詳細（補足）情報や応募書類

（履歴書・職務経歴書）の添削、面接対策のアドバイスを行っており

ますので、是非窓口をご利用ください

・求職活動実績となるもの

＊求人への応募 ＊ハローワークが実施する職業相談等

＊許可・届出のある民間事業者等が実施する職業相談等

＊公的機関等が実施する職業相談等 ＊再就職に資する各種国家資格等の受験

・求職活動実績にならないもの
＊単なる求人情報閲覧

＊単なる知人への紹介依頼

＊紹介事業者等への単なる登録

詳しくはしおりＰ１５～１６ページをご確認ください
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３.就職について
〇 ４欄について

「現在、公共職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介され

れば、すぐに応じられますか」について記入いただきます

・「応じられる」 → 「ア」の応じられるに〇を記入してください

・「応じられない」 → 「イ」の応じられないに〇をするとともに、右の（ア）～（オ）

の中から該当する記号に〇を記入してください。

（ア）病気やけがなど健康上の理由

（イ）個人的又は家庭的事情のため（例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため）

（ウ）就職したため又は就職予定のため

（エ）自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため

（オ）その他

〇 ５欄下について

・左下の年月日は「認定日」の日付を記入してください

・右側の氏名、支給番号はご自身について記入してください

３．失業認定申告書の記入について（４欄、５欄下）
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４．認定日当日の手続き

14



４．認定日当日の手続き
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時間：毎回変動します。失業認定申告書の備考欄をご確認ください

５．認定日に来所できない場合

詳しくはしおりＰ１９、２０を確認ください 16



６．就職が決まった場合
➣早期の場合に「再就職手当」の支給が対象となる場合があります

●就職が決まった場合

・「失業認定申告書」の５欄を記入し申告を行ってください

・就職の場合は、「ア 就職」に〇を、その右横の「経路」は（１）～（３）の該当する

記号に〇を、その下欄の 「就職予定日」には就職予定年月日を記入してください

右欄の「就職先事業所」は、事業所名、所在地、電話番号を記入してください

・自営の場合は、「イ 自営」に〇をし、その右横の「自営開始年月日」に自営開始

年月日を記入してください

※ 就職や自営業を開始（準備に専念し、就職活動を行わない場合を含む）した

場合は、その日以後基本手当の支給はありません（支給終了）

詳しくはしおりＰ２２を確認ください
17

６．就職が決まった場合
➣早期の場合に「再就職手当」の支給が対象となる場合があります

●早期に就職が決まった場合の再就職手当の支給要件

➣ 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の３分の１以上

であること

➣ １年を超えて引き続き雇用されると認められること

➣ 採用の内定が「受給資格決定日」以後であること

➣ 「待期」が経過した後、就業に就いたこと

➣ 離職理由により「給付制限」を受けた場合

⇒「待期」満了後の１か月間は、ハローワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者の紹介

により職業に就いたこと

➣ 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと

➣ 過去３年以内の就職について、「再就職手当「、「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと

➣ 雇用保険の被保険者資格を取得していること 詳しくはしおりＰ２３～２５を確認ください 18

再就職手当の額

【残日数２/３以上残して就職の場合】
基本手当×残日数×７０％

【残日数１/３以上残して就職の場合】
基本手当×残日数×６０％
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※直通番号なのでつながりやすいです

雇用保険受給についてのお問い合わせは
雇用保険給付課：０４２－３３６－８６６６

※２次元コードをご覧ください

①ハローワーク府中 イベント情報

②雇用保険給付課からのお知らせ

③国民の祝日等における認定日変更のお知らせ

④雇用保険説明会について
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